
 

 

  とやま水の郷 企業投資応援でんき   

 ・主に富山県が運営する水力発電所で発電された電気に由来する非化石証書を活用し、電気の使用にともなう

二酸化炭素の排出量が実質的にゼロにすることができ、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法

律第 117 号）にもとづく報告等に活用いただける環境価値を付帯した電気を、当社の標準的な電気料金に

環境価値相当額を加算し、新増加電力に応じた割引額を差し引いて供給する電気料金メニューです。 

 ・電気料金メニューの詳細は、「とやま水の郷 企業投資応援でんき」募集要項をご確認ください。 

 

■電源・非化石証書の構成（計画値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■ご加入条件 

ご加入条件 

・富山県内の需要場所で、当社から高圧または特別高圧で電気の供給（全量）を受け

ているまたは受ける予定であること 

・富山県から次のいずれかの計画の認定または承認を受けていること 

 ① 地方拠点強化税制に係る地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 

② 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画 

申込方法 
以下の書類を当社にご提出ください。 

・所定の申込書 ・年間電力使用計画書 ・上記計画の認定通知書等（写し） 

 

■適用期間 

 「とやま水の郷 企業投資応援でんき」の契約が成立した日の直後の検針日（以下「適用開

始日」といいます。）から、2028 年３月 31 日までといたします。ただし、とやま水の郷 

企業投資応援でんき割引額は、適用開始日以降、１年目の日または 2028 年３月 31 日の

うち、いずれか早い日までといたします。 

ご契約に関する重要事項 

とやま水の郷 企業投資応援でんきの CO2 排出係数 0.000000t-CO2/kWh 

なお、お客さまが当該期間にご購入いただく「とやま水の郷 企業投資応援でんき」の CO2 排出係数は、以下のとおりです。 

とやま水の郷 企業投資応援でんきの電源・非化石証書の構成（計画値） 

2026 年４月１日～2027 年３月 31 日※1 

（内側円：電源構成 外側円：非化石証書） 

※1 2027 年４月１日～2028 年３月 31 日までの間の電源・非

化石証書の構成（計画値）は、改めてお知らせします。 

※2 この電気を調達する費用の一部は当社以外のお客さまも含め

た電気の利用者が負担する賦課金によって賄われています。 

※3 他社から調達する電気で発電所が特定できないものについて

は、「その他」の取扱いとしています。 

※4 原則として、富山県が運営する水力発電所で発電した電気に

由来する非化石証書を使用します。 

【注】構成比率は、端数処理（四捨五入）の関係で合計が 100％と

ならないことがあります。 



 

■とやま水の郷 企業投資応援でんき加算額の算定方法 

加算単価 １kWh につき 
毎年４月１日から６月 30 日まで ０円 55 銭 

毎年７月１日から翌年の３月 31 日まで １円 10 銭 

とやま水の郷 企業投資応援でんき加算額 ＝ 

とやま水の郷 企業投資応援でんき電力量 × 加算単価 
 

■とやま水の郷 企業投資応援でんき割引額の算定方法 

割引単価 新増加電力１kW につき 500 円※１ 

とやま水の郷 企業投資応援でんき割引額 ＝ 新増加電力※２ × 割引単価 

※１ ご契約状況によって、協議させていただく場合があります。 

※２ 各月の契約電力からあらかじめお客さまと当社との協議によって定める基準日の契約電力を差し引いた値です。 
 

■ご加入にあたっての注意事項 

・富山県または当社は、「とやま水の郷 企業投資応援でんき」の適用のために、必要に応じ

て、申込書類に記載された情報を関係機関に照会することがあります。 

・異常渇水または非常変災その他の事由により「とやま水の郷 企業投資応援でんき」を適用

することが困難となった場合、「とやま水の郷 企業投資応援でんき」を解約させていただ

くことがあります。この場合、富山県および当社は、お客さまに生じた損害について賠償

の責めを負いません。 

• 当社は、お客さまの都合によって「とやま水の郷 企業投資応援でんき」を解約する場合、

解約する日が属する料金の算定期間に使用する電気にかかる料金については、とやま水の

郷 企業投資応援でんき割引額は適用いたしません。また、当社は、適用開始日以降に適用

したとやま水の郷 企業投資応援でんき割引額をお客さまに請求することがあります。 

［お問い合わせ窓口］ 

                お問い合わせ時間：平日９：００～17：00（５/1・祝日・年末年始を除く） 

富山支店 
営業部営業担当 

TEL 076-433-2398（直通） 

神岡営業所 

TEL 0578-82-1475 

高岡支店 
営業部営業担当 

TEL 0766-22-2028（直通） 

となみ野営業所 

TEL 0763-22-4101 

新川支店 
営業部営業担当 

TEL 0765-24-1402（直通） 

 

［当社ホームページ］ 

                      https://www.rikuden.co.jp 
◆販売事業者 
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